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使用済み太陽光パネル等に関するガドラ
インについて
○ 環境省
・「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」
（第２版） （平成３０年１２月）
・「太陽電池モジュールの適切なリユース促進ガイドライン」
（令和３年５月）

○ 資源エネルギー庁
・「廃棄等費用積立ガイドライン」（令和３年９月）
○ 一般社団法人太陽光発電協会
・「使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイド
ライン」（平成２９年１２月）
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太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第２版）

ガイドライン策定の背景等
• 低炭素社会の実現に向け、太陽光発電を始めとした再生可能エ
ネルギーの活用によるＣＯ₂削減の加速化・最大化が必要となっ
ており、再生可能エネルギー固定価格買取制度の導入を契機と
して、太陽光発電の導入が大幅に進んでいる。

• 環境省では、太陽電池モジュールのリサイクル等の推進のため、
平成28年３月に「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向け
たガイドライン（第一版）」を作成。

• 中央環境審議会廃棄物処理制度専門委員会の指摘（平成29年２
月）や太陽光発電設備の廃棄処分等に関する実態調査結果に基
づく勧告に関する総務省勧告（平成29年９月）や災害対応など
を踏まえ、平成30年12月内容の見直し第2版を公表
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太陽光発電システムの概要

出典：太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第２版）
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太陽光電池モジュールの断面図と構成部材

出典：太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第２版） 6



7出典：使用済太陽光パネルのリユース、リサイクルについて（令和元年6月6日 環境省資料）

出典：使用済太陽光パネルのリユース、リサイクルについて（令和元年6月6日 環境省資料） 8



太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第２版）

廃棄物の区分
太陽光発電設備が前頁のルートで排出される場合、リユースルートを除き「産
業廃棄物」に該当する。
・事業用発電設備

事業者が自らが撤去した場合 → 事業者が排出事業者
事業者が撤去を委託した場合 → 撤去の元請業者が排出事業者

・一般住宅用発電設備
撤去を業者に委託した場合 → 撤去の元請業者が排出事業者

※所有者自らが撤去するケースはほとんどないが、その場合は一般廃棄物
・メーカー、設備業者の不良品

→ メーカー等が排出事業者
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太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第２版）

産業廃棄物となる場合、産業廃棄物処理業の許可が必要
（対象品目は、排出形態によってガラス・陶磁器・コンクリートくず、
金属くず、廃プラスチック類、がれき類 等）

太陽電池のモジュール部分は「ガラス・陶磁器・コンクリートく
ず」と「金属くず」、「廃プラスチック類」で構成。
配線や架台等については「廃プラスチック類」、「がれき類」が
該当する。

廃棄物の区分
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出典：使用済太陽光パネルのリユース、リサイクルについて（令和元年6月6日 環境省資料） 11

出典：使用済太陽光パネルのリユース、リサイクルについて（令和元年6月6日 環境省資料） 12



太陽電池モジュールの適切なリユース促進ガイドライン

出典：太陽電池モジュールの適切なリユース促進ガイドライン（環境省資料） 13

使用済太陽光パネルの排出見込み

出典：太陽電池モジュールの適切なリユース促進ガイドライン（環境省資料） 14



全国の使用済太陽光パネル排出要因／処分方法【2020年】
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山梨県内の処理状況について
•県内に太陽光パネルのリサイクルが可能な処理施設を
有する処分業者なし

• 使用済み太陽光パネルの該当品目（金属くず、廃プラスチック
類、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず）の許可を有
する産業廃棄物中間処理業者（２１社）に聞き取り調査を実施

• 使用済み太陽光パネルを受託していると回答した業者はなし
• 処理の相談があった場合は他県（埼玉県、東京都、神奈川県、
静岡県、愛知県等）の業者を紹介と回答
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他の都道府県の取組状況 №１

•東京都太陽光発電設備高度循環利用推進協議会
東京都は平成30年度から「東京都使用済太陽光発電設備リサ

イクル検討会」において、住宅用太陽光パネルの実態把握やリ
ユース・リサイクル等について検討を実施
令和４年６月にとりまとめられた「検討会報告書」に基づき、

解体業者、収集運搬業者、リサイクル業者等で構成する「東京都
太陽光発電設備高度循環利用推進協議会」（以下「協議会」とい
う。）を設置
9月1日に第1回の協議会が開催され、今年度は住宅用太陽光パ

ネルのリサイクルを行い課題・ノウハウの蓄積、マニュアルの作
成・周知等を行うとしている。
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他の都道府県の取組状況 №２

•埼玉県太陽電池モジュールリサイクル協議会
将来的に大量排出が見込まれる使用済太陽電池モジュールにつ

いて、リユース・リサイクルの体制を確立するため、産業廃棄物
処理業者、関連事業者、研究機関及び行政機関等が連携し、処理
体制の確立や新たなビジネスの創出を図ることを目的に令和2年
3月に設置。
協議会は事業はセミナー・研修会の開催や会員の交流の場づく

りであり、令和３年度には２回（令和３年９月、令和４年３月）
開催されている。
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他の都道府県の取組状況 №３

•太陽光発電（PV)保守・リサイクル推進協議会
（福岡県）

• 迫り来る廃棄パネル大量廃棄時代に備え、効率良い廃棄パネ
ルスマート回収スキームの構築と実証試験による回収スキーム
の検証、発電事業者に義務付けされた点検・保守の周知・促進、
及びその他PVパネルの３R推進を目的に設立

• 廃棄パネルを効率良く回収するため、スマート回収システム
を構築し運用

19


